
●
市
役
所
税
務
課

２
月
13
日（
火
）〜
３
月
15
日（
木
）

９
時
〜
16
時（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※

保
険
年
金
課
前
の「
総
合
受
付
」で
受
け

付
け
後
、
税
務
課
前
の「
申
告
会
場
」へ
ご

案
内
し
ま
す
。

●
小
松
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ

２
月
21
日（
水
）〜
23
日（
金
）

※

３
日
間
の
み
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

午
前
の
部
　９
時
〜
11
時
30
分

午
後
の
部
　13
時
30
分
〜
16
時

※

２
月
16
日（
金
）か
ら
3
月
15
日（
木
）ま

で
小
松
税
務
署
に
確
定
申
告
相
談
会
場
が

開
設
さ
れ
ま
す
。

●
公
的
年
金
受
給
者
の
う
ち

・
年
金
以
外
に
他
の
所
得（
給
与
・
営
業
・

不
動
産
な
ど
）が
あ
っ
た
人

●
給
与
所
得
者
の
う
ち

・
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら
小
松
市

に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

・
給
与
以
外
に
他
の
所
得（
営
業
・
不
動
産
・

年
金
な
ど
）が
あ
っ
た
人

●
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
扶

養
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
人

●
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
加
入
者

※

保
険
税（
料
）の
算
定
の
た
め
、
所
得
が

無
く
て
も
申
告
が
必
要
で
す
。

●
所
得
証
明
書
が
必
要
な
人

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
は
、
市

県
民
税
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
公
的
年
金
受
給
者
の
う
ち

・
年
金
以
外
に
20
万
円
を
超
え
る
他
の
所
得

（
給
与
・
営
業
・
不
動
産
な
ど
）が
あ
っ

た
人

●
給
与
所
得
者
の
う
ち

・
給
与（
年
末
調
整
済
み
）以
外
に
20
万
円

を
超
え
る
所
得
が
あ
っ
た
人

・
扶
養
や
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
で
年
末
調

整
の
内
容
に
追
加
・
変
更
が
あ
る
人

●
医
療
費
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
扶

養
控
除
、
障
害
者
控
除
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

●
営
業
や
不
動
産
収
入
な
ど
か
ら
所
得
税

が
発
生
す
る
人

●
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
・
報
酬
が
あ
る

人●
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
て

い
る
人
　な
ど

　対象者は小規模納税者（前年分所得金額
が300万円以下の事業所得者）、給与所得
者、年金受給者などです。

□認印（スタンプ式のものは使用できません）
□本人確認書類（「番号確認」と「身元確認」で使用します。なお、提出者が本人または代理人で書類が異なるので、
　詳しくは下の表をご参照ください。）※郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
□収入（所得）が分かる資料
　給与や年金の源泉徴収票、事業（営業・農業）・不動産の収支内訳書や報酬の支払調書など
□所得控除対象額が分かる資料
　国民年金保険料控除証明書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、健康保険税（料）の領収書、医療費控除
　の明細書、寄附金の受領書、そのほか（障害者手帳、別居の扶養家族への送金資料など）
　※医療費控除に必要な提出書類が変わりました。詳しくは次ページをご覧ください。
□還付される税金がある人は、申告者名義の振込先口座番号などが分かるもの（預金通帳など）

とき　①2月13日（火）～ 28日（水）9時～
12時、13時～ 16時　②2月17日（土）、18
日（日）10時～12時、13時～16時
ところ　①市役所税務課前（税理士支援
コーナー）　②アル・プラザ小松1階 レバ
リーホール

【
市
役
所
で
受
け
付
け
る
確
定
申
告
】

○
給
与
所
得（
２
カ
所
以
上
の
給
与
、
医
療

費
・
社
会
保
険
料
・
扶
養
な
ど
の
控
除
、

年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
も
の
）

○
年
金
所
得
、
雑
所
得

【
税
務
署
で
の
確
定
申
告
】

　前
述
の
も
の
で
も
内
容
が
複
雑
な
も
の

や
、
次
の
人
は
税
務
署
で
確
定
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

○
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人

○
株
の
売
買
や
先
物
取
引
の
申
告
を
す
る

人○
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
が
あ
る
人

○
一
時
・
配
当
・
退
職
所
得
が
あ
る
人

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
な
ど
住
宅
に
関
す
る

特
別
控
除
を
受
け
る
人

○
災
害
な
ど
で
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

○
亡
く
な
っ
た
人
の
確
定
申
告
を
す
る
人

○
過
年
分
の
申
告
を
す
る
人（
平
成
28
年
　

分
以
前
の
申
告
）
　な
ど

　申告期間中は窓口が大変混み合いますので、書類などの事前準備のご協力をお願いします。なお、確定申告
は国税庁ホームページで申告書などを作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出することができ
ます。入力方法など操作方法が分からない場合は、電話相談をご活用ください。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　☎0570・01・5901（平日９時～17時）

　「年金収入が400万円以下なので所得税の確定申告は必要な
い」と言われた人も、年金の源泉徴収票をもう一度確認してくだ
さい。記載されている控除（扶養、障害、年金から引かれている
社会保険料など）のほかに、申告できるものはありませんか。
　例えば、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料を納付書や口座振替により自分で支払った人は、その金額を
社会保険料控除として申告することで、来年度の市県民税の負
担が軽くなる場合があります。
※平成29年中の保険税（料）納付額については、1月下旬に市か
ら世帯主宛てに発送するはがきをご覧ください。

提出者

申告者の番号確認書類 申告者の身元確認書類

申告者の番号確認書類 代理人の身元確認書類 代理権の確認書類

本人確認書類

本人

代理人

【以下の書類から１点】
・マイナンバーカード
・マイナンバーの通知カード
・住民票の写し（マイナンバー記
載のもの）

【以下の書類から１点】
・申告者のマイナンバーカード
の写し
・申告者の通知カードの写し
・申告者の住民票の写し（マイナ
ンバー記載のもの）

【以下の書類から１点】
本人しか持ち得ない書類（例：
申告者のマイナンバーカード、
健康保険証など）、委任状（原
本）など

①または②のいずれか
①【以下の書類から１点】
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、旅券、
健康保険証、年金手帳など
②【以下の書類から２点】
身分証明書（顔写真なし）、社員証（顔写真なし）、納
税通知書、源泉徴収票など

①または②のいずれか
①【以下の書類から１点】
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、旅
券など
②【以下の書類から２点】
健康保険証、年金手帳、身分証明書（顔写真なし）、
社員証（顔写真なし）、納税通知書、源泉徴収票など

■書類などの事前準備にご協力をお願いします。
■申告書にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

■申告に必要な主なもの 申
告
会
場
・
受
付
期
間

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

【
市
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
】税
務
課
市
民
税
・
国
保
税
グ
ル
ー
プ  

☎
24
・
８
０
３
０

【
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
】小
松
税
務
署  

☎
22
・
１
１
７
１

市
県
民
税
の
申
告
・
所
得
税
の
確
定
申
告
を

受
け
付
け
ま
す

2月13日（火）
から

税理士（北陸税理士会小松支部）
による無料申告相談 公的年金を受給している人へ

問
い
合
わ
せ
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・医療を受けた人
・病院、薬局
ごとに医療費を合計
して記載。

国税太郎さんの例（生計が同じ妻：花子さん）

国税太郎さんが受けた医療
2/18 A病院 診療 6,000円

5/28 A病院 診療 3,400円

 B薬局 医薬品   700円

国税花子さんが受けた医療
9/13 C病院 診療 3,300円
  医薬品 1,100円

円

円

円

   

２ 医療費（上記１以外）の明細欄の書き方

□診療・治療　□介護保険サービス

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

⑸ ⑷のうち生命保険
や社会保険などで
補塡される金額

⑷支払った医療費
の額⑶医療費の区分⑵病院・薬局などの

支払先の名称
⑴医療を受けた方の
氏名

　今
回
の
申
告
か
ら
、
申
告
書
へ
の
医
療

費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
が
不
要

と
な
り
、
代
わ
っ
て「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
領
収
書
は
税
務
署
か
ら
提
示
ま
た
は

提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、

５
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
経
過
措
置
と
し
て
平
成
29
年
か

ら
３
年
分
の
医
療
費
控
除
は
、
領
収
書
の

添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
申
告
も
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
、
領
収
書
は
医
療
を
受
け

た
人
、
病
院
、
薬
局
ご
と
に
集
計
し
て
く

だ
さ
い（
医
療
費
に
対
し
、
生
命
保
険
の
保

険
金
や
高
額
療
養
費
な
ど
を
受
け
取
っ
た

人
は
、
そ
れ
が
分
か
る
書
類
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
）。

　医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
医
療
を
受

け
た
人
、
病
院
、
薬
局
ご
と
に
医
療
費
の

合
計
額
な
ど
を
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
医
療
保
険

者
が
発
行
す
る
医
療
費
通
知
書（「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」な
ど
）に※

必
要
事
項
が
記

載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
通
知
を
添
付
す

る
こ
と
で
記
入
が
省
略
で
き
ま
す
。

※

次
の
６
項
目
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
被
保
険
者
な
ど
の
氏
名

②
医
療
を
受
け
た
年
月

③
医
療
を
受
け
た
人
の
氏
名

■
対
象
と
な
る
人
　該
当
年
に
、
自
身
の

健
康
の
維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
の
た

め
、
次
の「
健
康
に
関
す
る
一
定
の
取
り
組

み
」の
い
ず
れ
か
を
行
っ
て
い
る
申
告
者

・
予
防
接
種（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接

種
な
ど
）

・
が
ん
検
診

・
勤
務
先
で
実
施
す
る
定
期
健
康
診
断（
事

業
主
健
診
）

・
特
定
健
康
診
査（
い
わ
ゆ
る
メ
タ
ボ
健

診
）、
特
定
保
健
指
導

・
健
康
診
査（
人
間
ド
ッ
グ
な
ど
）

※

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
要
し
た
費
用
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の
　①
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
、②
健
康
に
関

す
る
一
定
の
取
り
組
み
を
行
っ
た
こ
と
が
分

か
る※

書
類（
予
防
接
種
の
領
収
書
、
健
診
結

果
の
通
知
書
な
ど
）

※

次
の
３
項
目
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
氏
名

②
取
り
組
み
を
行
っ
た
年

③
医
療
機
関
ま
た
は
医
療
保
険
者
な
ど
の

名
称

　要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
平
成

29
年
に
使
用
し
た
お
む
つ
代
に
つ
い
て
、

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
は「
確
認

書
」の
発
行
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

で
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
の
申
告
が

２
年
目
以
降
の
人
の
う
ち
主
治
医
意
見
書

か
ら
次
の
３
項
目
全
て
が
確
認
で
き
る
人

①
平
成
29
年
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
た
だ
し
、
現
に
受
け
て
い
る
要
介
護
認

定
の
有
効
期
間
が
13
カ
月
以
上
で
あ
り
、

お
む
つ
を
使
用
し
た
当
該
年
に
主
治
医
意

見
書
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
平

成
28
年
中
の
も
の
で
も
認
め
ら
れ
る
）

②
寝
た
き
り
の
状
態
に
あ
る
こ
と

③
尿
失
禁
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

※

確
認
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
は
、
従

来
ど
お
り
医
師
に
お
む
つ
使
用
証
明
書
を

記
載
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

④
医
療
を
受
け
た
病
院
・
診
療
所
・
薬
局

な
ど
の
名
称

⑤
被
保
険
者
が
支
払
っ
た
医
療
費
の
額（
自

己
負
担
額
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

⑥
保
険
者
な
ど
の
名
称

※

小
松
市
国
民
健
康
保
険
、
石
川
県
後
期

高
齢
者
医
療
保
険（
平
成
29
年
3
月
以
前
の

診
療
分
）の
医
療
費
通
知
書
は
、
自
己
負
担

額
の
記
載
が
な
い
た
め
添
付
で
き
ま
せ
ん
。

ほ
か
の
通
知
書
に
つ
い
て
も
記
載
事
項
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は「
障

提
出
書
類
の
変
更

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
創
設

医
療
費
控
除
の
変
更
①

医
療
費
控
除
の
変
更
②

国税太郎 A病院 9,400

①
①
②

②

①

国税花子 C病院 4,400

同上 B薬局 700

③

③

■
そ
の
ほ
か
　通
常
の
医
療
費
控
除
と
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
は
重
複
し
て
申

告
で
き
な
い
た
め
、
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
購
入
し
た
医
薬

品
の
領
収
書
は
税
務
署
か
ら
提
示
ま
た
は
提

出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
５
年

間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。　課税所得400万円の人が、対象となる医薬

品を年間20,000円購入した場合
●所得税（所得税率20%）：1,600円の減税
（20,000円－12,000円）×20%=1,600円
●市県民税（個人住民税率10%）：800円の減税
（20,000円－12,000円）×10％＝800円
※申告者の扶養状況などで減税額は変わります。

セルフメディケーション税制
による減税の例

害
者
控
除
対
象
認
定
書
」の
交
付
を
受
け

る
こ
と
で
、
障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障

害
者
控
除
を
申
告
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
既
に
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
認
定
区
分
が

変
更
ま
た
は
消
滅
す
る
ま
で
有
効
で
す
。

対
象
　市
内
に
在
住
す
る
65
歳
以
上
の
人

で
、
認
知
症
ま
た
は
寝
た
き
り
の
状
態
が

所
定
の
基
準
を
満
た
す
人

申
請
方
法
　長
寿
介
護
課
、
南
支
所
、
小

松
駅
前
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
あ
る

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
時

に
申
請
者
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。
審
査
の

後
、
郵
送
で
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※

認
定
を
受
け
た
人
は
、
税
の
申
告
時
に

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
持
参
し
、

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い（
認
定
さ
れ
て

い
る
場
合
で
も
、
非
課
税
な
ど
で
税
の
還

付
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

問
い
合
わ
せ
　長
寿
介
護
課

☎
24
・
８
０
５
３

要
介
護
認
定
者
の

障
害
者
控
除

医
療
費
控
除
に
伴
う

お
む
つ
代
の
確
認
書

控
除
に
関
す
る

そ
の
ほ
か
の
お
知
ら
せ

医療費控除の明細書の記入例

▲識別マーク

　医
療
費
控
除
の
特
例
と
し
て
、
平
成
29

年
１
月
か
ら
特
定
の
医
薬
品
の
購
入
に
対

し
て
新
た
に「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

　通
常
の
医
療
費
控
除
は
、
１
年
間
の
医

療
負
担
額
が
10
万
円
ま
た
は
総
所
得
金
額

等
の
５
％（
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
）を
超
え

た
場
合
に
申
告
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、

本
制
度
は
健
康
診
査
な
ど
を
受
け
て
い
る

人
が
１
年
間（
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
）に

本
人
ま
た
は
生
計
を
共
に
す
る
配
偶
者
や

そ
の
ほ
か
の
親
族
の
た
め
に
特
定
の
市
販

医
薬
品
を
１
万
２
千
円
以
上
購
入
し
た
場

合
に
そ
の
超
過
金
額（
上
限
：
８
万
８
千
円
）

に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
も

の
で
、
今
回
か
ら
申
告
で
き
ま
す
。

■
控
除
の
対
象
　平
成
29
年
１
月
１
日
以

降
に
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
で
購
入
し
た
対

象
医
薬
品
。
対
象
医
薬
品
は
約
1
5
0
0
品

目
あ
り
、
識
別
マ
ー
ク
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す（
一
部
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ

り
ま
す
）。
具
体
的
な
品

目
や
制
度
の
詳
細
は
厚

生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。
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